
愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金（第５期）

申請の手引き

一般社団法人愛知県ＬＰガス協会

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

ＴＥＬ：０１２０－１７０－２５２
＊令和８年３月３０日開設

令和８年３月３０日

受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日を除く）

【注意】
本事業に関わるお問い合わせは、一般社団法人愛知県LPガス協会で

はなく、必ず上記支援金センターにお問い合わせいただきます

ようお願いいたします。

お問い合わせ先

本事業の説明動画

説明動画を以下、愛知県LPガス協会ホームページで公開します。※3/30（月）公開予定

http://www.aichilpg.or.jp/shienkin26/
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１ はじめに

「愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金（第５期）」（以下「支援金」という。）は、
第４期事業同様、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源としており、
愛知県内のＬＰガス一般消費者等の負担軽減のため、ＬＰガス販売事業者（以下「事業者」
という。）がＬＰガス利用料金の値引きを行う場合の原資を支援するものです。支援金の
交付事務は、愛知県から補助を受けた一般社団法人愛知県ＬＰガス協会（以下「協会」と
いう。）が実施します。国および県からは、支援金の適正な実施が求められており、不正
行為は厳正に対処されることになります。そのため、支援金に参画する事業者は、本手引き
（以下「手引き」という。） 及び愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金（第５期）交付要領（
以下「要領」という。）を熟読するとともに、以下の点について十分認識した上で、支援金
に係る手続きを適正に行ってくださいますようお願いします。なお、５期事業では値引額が
これまでより高額となることから、事業者様の実施経費負担軽減のため、ご希望の事業者様
に概算払（仮払）の制度を導入いたします。

「愛知県LPガス価格高騰支援金（第５期）」について

（１）支援金は、ＬＰガス一般消費者等の負担の軽減を図るためのものです。支援金の対象期間に合わせて
恣意的な値上げを行うなど、支援金の趣旨を逸脱した行為は認められません。

（２）支援金に関する全ての提出書類において、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わない
でください。

（３）愛知県又は協会から資料の提出や修正の指示があった場合には速やかに対応してください。
適切な対応がない場合、支援金の交付ができない場合があります。

（４）支援金の参加受理通知前または交付決定前に値引きを実施した場合については、
支援金の交付対象とはなりません。支援金の参加受理または交付決定を受けても、定められた期日ま
でに必要な書類が提出されないと、支援金は交付されません。

（５）支援金の関係書類は事業終了年度後5年間（令和1３年度末まで）保存しなければなりません。
また、愛知県又は協会からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておかなければ
なりません。

（６）偽りその他の不正な手段により、支援金を不正に受給した疑いがある場合には、必要に応じて現地
調査等を実施します。また、調査の結果、不正行為が認められたときは、支援金の交付を行わないと
ともに、支払い済みの支援金のうち取り消し対象となった額を返還していただきます。

（７）要領に記載のない細部については、愛知県又は協会からの指示に従うものとします。
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２支援金の概要

・コミュニティーガス（旧簡易ガス）の利用者を含む
・対象となる公的機関
（例）運動施設、公園、美術館、図書館、博物館、公民館、学校、幼稚園、福祉施設、

【値引き対象外となる利用者】

・高圧ガス保安法上のＬＰガスの利用者
・質量販売により供給を受ける利用者

・国又は地方公共団体が管理する事務を執行するための施設
・対象外の公的機関
（例）国の合同庁舎、県庁、県の合同庁舎、警察の庁舎、市町村役場、市町村役場の支所、

国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」において、電気、都市ガス料金の支援が実施されて
いる中、ＬＰガスについてもその料金が上昇していることを受け、ＬＰガス販売事業者を通じ
たガス料金の値引きにより、愛知県内のＬＰガス一般消費者等の負担軽減を目的に実施するも
のです。

愛知県内でＬＰガスを利用する一般消費者等を対象に、愛知県が指定する値引き額により、当
該対象の１契約（１メーター）当たりのＬＰガス料金（基本料金と従量料金と設備料金の合計
）より値引きを行った事業者に対して、値引きの原資及び実施経費としての協力金を支援金と
して交付します。

ホール、貸会議室

※地方公共団体が運営する公営企業や直接住民用に供する施設は値引きの対象となる。

（庁舎や事務所、研究施設等）

保健所、消防署、研究施設、浄水場、下水処理場、ごみ処理施設

愛知県内で家庭・業務用のＬＰガスを利用する一般消費者等

（以下「支援対象者」という。）

（１）目的

（２）概要

（４）値引きの実施

【対象額】

支援対象者1契約（1メーター）につき、上限２,２５０円（税抜）×２カ月

【対象期間】

令和８年５月検針分及び６月検針分のガス料金

【対象区分】

基本料金・従量料金・設備料金が値引きの対象料金となります。
※ガス料金以外の請求額からの値引きは認められません。

（３）値引きの対象者



２支援金の概要

値引き対象

（４）値引きの実施※前頁の続き

【値引きの方法】

１契約あたり、令和８年５月検針分及び６月検針分のガス料金 から上限
各２,２５０円（税抜）の値引きを行います。

【値引き対象となる料金、消費税の取り扱いについて】
ＬＰガス料金以外の料金からの値引きはできませんので、ご注意ください。
※ＬＰガスの商慣行に係る「液化石油ガスの安全確保及び取引の適正化改正
」の改正議事について、三部料金制（基本料金、従量料金、設備料金）の

値引き対象外

支援金は非課税のため、支援金額分の預かり消費税はなく消費税納税
も発生しません。

4

徹底に係る規律については、 2025年4月2日に施行となりました。

〈例〉値引きのイメージ：令和８年５検針分及び６月検針分のガス料金

値引き前

３，０００円

支援金による値引き前

支援金による値引き後

値引き額

２，２５０円

値引き後請求額

７５０円

７５円

値引き後請求額

（税抜き） （税抜き）

（税抜き）

（税抜き）

（税込み）

（税込み）８２５円

ー

ー

ー

＝

＝

＝

〇基本料金＋従量料金（原料調整費含む）+設備料金
リース料金

ＬＰガス料金

消 費 税

その他料金

（灯油代等）

支援金
ＬＰガス料金
〇基本料金＋従量料金

消 費 税

その他料金

（灯油代等）
リース料金

+設備料金（原料調整費含む）

消費税 ＋

S

〈例〉当該月のガス料金が２,２５０円に満たない場合

値引き前

２，０００円

値引き額

２，２５０円ー ＝ ０円

値引き後請求額

請求額と同額の値引きを行ってください（ゼロ円請求）

【NG】値引き額の翌月への繰り越しは認めません。
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２支援金の概要

〈参考〉値引きの周知・値引額の明示書類例

値引額の明示

値引額の明示

どちらかのみで可

書、領収書、Web明細等のいずれかに以下の内容を明示してください。
なお、値引き完了後の抽出検査において、値引きの事実を確認するため、当該書類の事業者控
えの写し等を提出いただきます。

【値引きの事実確認のための記載事項】
・値引き前後の額（システム上表示できない場合は、値引き前の額又は値引き後の額）

・値引きの額

また、登録ガス小売事業者（ガス事業法第3条の登録を受けた者）が値引きを実施する場合、
ガス事業法第14条及び第15条に基づく、供給条件の説明義務及び書面交付義務が発生します。
さらに、経過措置団地（規制団地）をお持ちの場合、指定旧供給地点小売供給約款以外の供給
条件で供給するため、「特別供給条件認可申請」が事前に必要となります。
※詳細については、中部経済産業局資源エネルギー環境部電力･ガス事業課（052-951-2820）
までお問い合わせください。

支援金により値引きを実施する場合、「愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金による値引きである
こと」を支援対象者に対して周知していただく必要があります。なお、周知方法については、
ＬＰガス使用者向けご案内チラシの活用、ハガキの郵送、メールの送信、検針票に添付など、
販売事業者側で実施可能な方法を選択してください。

値引きの周知

支援金による値引きを実施した際には、値引きの事実を確認できるものとして、検針票、請求

※１値引きの事実が確認できれば、必ずしも上記のすべてを記載する必要はありません。

※２検針票等の事業者控えが残らない場合、値引き額が確認可能なシステム画面のハードコピー
（スクリーンショット）等で確認を行います。

（５）値引きの周知・値引額の明示

値引きの周知

ガス使用量のお知らせ

ご利用期間 5月15日～6月15日（今回検針日）

・今回指針1132 ・前回指針 1122

今回ご使用量10㎥

今回ガス料金 4,550円（税抜）

基本料金 1,800円
従量料金 5,000円

0円設備料金
値引き額 △2,250円

今回請求額 5,005円（内消費税455円）

備考
今回検針分のガス料金は、愛知県ＬＰガス価格高騰対

策支援金により上限 2,250円（税抜）値引

２０２６年５月検針結果通知兼請求書（例）
いつも、○○㈱をご利用いただきありがとうございます。今
月のご利用料金は次のとおりですのでご案内申し上げます。

値引額の明示

内
訳
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２支援金の概要

【協力金の計算方法】
１０,０００円に加え、１００円×値引きを行った一般消費者等数
※上限１，０１０，０００円（税抜き）

（６）LPガス販売事業者の要件

（７）LPガス販売事業者への協力金について

上限１，０１０，０００円

支援金事業による値引きを実施する事業者は、以下の要件をすべて満たし、別に定める誓約事項

等に同意する必要があります。

①ＬＰガスを販売する者（事業所の所在地は問わない）※１
②支援対象者に対して値引きの周知を行い、値引きの事実を明示できる者※２
③原則として、令和８年５月検針分及び６月検針分のガス料金からの値引きが実施できる者
④県又は協会からの情報開示等への協力ができる者
⑤日本国内に金融機関の預貯金口座を有し、その口座を通じて日本円で支援金事業に係る精算を
行うことができる者

⑥法人等（個人又は法人をいう）代表者やその他の構成員が各都道府県の暴力団排除条例の規定による
暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力に該当しないこと

支援対象者への値引きを実施した事業者に対して、以下の費用を支援金として交付します。
費用の交付は原則、最終の値引き完了後に行う検査において適正な値引きの実施が確認できた
段階で値引きの原資とまとめて交付となります。

※協力金は、会社単位での交付となります。

（税抜き） （税抜き）

（税抜き）

（最大１０，０００戸）

※１「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第3条第1項の登録を受けた者及び「ガス事業法」第3条の登録を
受けた者であって、家庭・業務用のＬＰガスを販売する者

※２上記（５）にて説明した事項

一律

１０，０００円 １００円 ×消費者等数（上限１０，０００戸）＋

１，００３件
値引消費者等数６⽉検針分

◎上記の場合、値引の件数が多かった６月の値引きの消費者等数が１,００３件なので、
協力⾦としてお⽀払いする事務費は、６月の消費者数等数１,００３件に基づいて
算出いたします。

〈例〉値引きの実績が以下のとおりだったとき

【協力金】 値引きの多かった月の一般消費者等数×100円（税込）
・引越し等による開栓・閉栓等で毎月の値引一般消費者等数は変動します。協力費については、
値引実施期間において最も一般消費者等数が多かった月のその一般消費者等数で計算します。

９９６件
値引消費者等数５⽉検針分
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３手続きの概要

支援金事業全体の手続きの流れは、「販売事業者事務フロー」のとおりです。

販売事業者事務フロー

以下のWebサイトから、直接、様式にご記入いただき、添付書類は併せてご提出ください。
なお、インターネットが使用できない場合、郵送により提出してください。※すべての手続
き書類について印鑑は不要です。

（２）手続き方法

（１）手続きの流れ

●郵送申請の場合

〈各種申請書ダウンロード先〉
http://www.aichilpg.or.jp/shienkin26/

〈郵送申請先〉
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目2-12 NUP伏見ビル６階

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

●Web申請の場合

〈申請ページ〉※下記webサイトより、↓のボタンをクリックしてください

http://www.aichilpg.or.jp/shienkin26/

・上記フローは参考になります。事業者様の申請状況等によりスケジュールが前後する可能性がございます。
・説明会動画を以下、愛知県LPガス協会ホームページで公開します。※3/30（月）公開予定

http://www.aichilpg.or.jp/shienkin26/
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交付申請書（兼概算払請求書）

〈注意事項〉

・原則、本社一括での申請をお願い致します。

・ＬＰガス使用者向けご案内チラシはご希望の事業者様宛に送付いたします。

様式第１
－

－

支援金による値引きを実施するためには、事前に交付申請書の提出を行う必要があります。
交付申請書提出後、支援金センターにて審査を行い、要件を満たしている場合には交付決定通
知にてお知らせします。なお、受付期間内での申請が困難な事業者の方は、支援金センターまで
事前にご連絡ください。

５期事業では値引額がこれまでより高額となることから、事業者様の実施経費負担軽減のため、
ご希望の事業者様に概算払（仮払）の制度を導入いたします。

①交付申請提出

【提出書類】

【受付期間】

令和８年３月３０日（月）～令和８年４月１７日（金）

（３）各種手続きについて

３手続きの概要

１

提出書類 様式

概算払の申込は交付申請兼概算払請求書（紙面またはWEB）によりお申込みいただけます。

※請求できるのは、当申請書に基づく値引き額の原資（「値引き対象とする一般消費者等の
契約件数」に4,500円(2,250円×2か月）を掛けた額）の50%までとします。

※第4期の支援金にご参加いただいた事業者様の第5期概算払請求における「値引き対象とする
一般消費者等数」は第4期にて実際に値引きをされた一般消費者等数とします。

※概算払を行った額が支援金の交付総額を上回る場合には、その差額の返還を求めます。

※概算払のご入金は交付申請書に記載の口座へ令和8年6月に振込いたします。
（申請内容に不備がある場合は入金が遅くなる場合がございます）

※概算払を行った事業者様には支援金確定通知送付の際に概算払精算書をお送りいたしま
す。概算払精算書に事業者様名等をご記入いただき、返送をお願いいたします。

※対象：第５期では第１期～第４期のいずれかに参加された事業者様も参加されて

いない事業者様同様に交付申請書の提出（WEB申請又は郵送申請）が必要となります

3

2

〈注意事項〉

交付申請書兼概算払請求書にて交付申請と同時に請求申請をお願い致します。

【受付期間】

令和８年３月３０日（月）～令和８年４月１７日（金）

8

②概算払請求提出 ※希望する事業者様のみ

販売事業者としての登録がわかるもの（例:販売事業者登録証の写し、標識の写真等

振込先が確認できるもの（通帳表紙と見開きページの両方の写し、ネット銀行の場合は
記入内容が分かるホームページの写し、当座預金で通帳がない場合は口座証明書写し）
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⑤支援金受領

【提出書類】

③実績報告書提出

④値引き実績根拠書類提出

⑥計画変更、事故報告について

審査終了後、支援金の適正な実施が認められた事業者に対して、支援金額の確定通知
にてお知らせするとともに、確定した支援金の精算払いを行います。

１ 実績報告書兼精算払請求書（１回目の値引きは実績報告書のみ）

２ 補助事業（値引き）実績一覧表

様式第５

〈注意事項〉
・一覧表には、「①契約を識別可能な管理番号など」、「②市町村名」、「③値引き前の

額または値引き後の額、値引き額」を記載すること。

・また、一覧表はシステムから出力されるデータでも可とする。
・なお、一覧表はできるだけExcel形式、csv形式で提出して下さい。

令和８年５月検針分の値引き実施後、実績報告書を提出いただきます。また、令和８年６月検
針分の値引き実施後、実績報告書兼精算払請求書を提出いただきます。なお、実績報告には補
助事業（値引き）実績一覧表を併せて提出いただきます。

実績報告の提出後、提出いただいた補助事業（値引き）一覧表をもとに、協会が無作為に選ん
だ対象者について値引き実績根拠書類の提出依頼を行い、「２（５）値引きの周知・値引き額
の明示」が確認できる根拠書類を提出いただきます。提出件数については、愛知県と調整の
うえ、今後決定します。

提出書類（値引き実績根拠書類） 4ページ参照

●値引きの周知・値引き額の明示の事実が確認可能な検針票、請求書、領収書、Web
明細等の写し

※検針票等の事業者控えが残らない場合、値引きの周知・値引き額の明示が確認可
能なシステム画面のハードコピー（スクリーンショット）等

１

要領９条に基づく計画変更、第１１条に基づく事故報告については、該当する事態が発生する
恐れがある場合は、あらかじめ支援金センターにご相談ください。

提出書類 様式

３手続きの概要

【受付期間】

５月検針分：令和８年５月１８日（月） ～令和８年６月１７日（水）

６月検針分：令和８年６月１８日（木）～令和８年７月１７日（金）

【受付期限】令和８年８月２０日（木）
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３手続きの概要

（1）手続き方法

１－①交付申請フォームサインイン

１－②交付申請フォーム（導入部分）

〈特設ホームページ〉
http://www.aichilpg.or.jp/shienkin26/

10

※画面はイメージになります。

Web申込手続きの流れ(交付申請時)

※対象：第５期では第１期～第４期のいずれかに参加された事業者様も参加されて

いない事業者様同様にWEBでの事業参加申込（交付申請）が可能となります。

是非ともWEBでの申請をお勧めいたします。

こちらの申請フォームは愛知県内に契約者（ＬＰガスの供給を受けている一般消費者等）を

LPガス料金高騰対策支援金事業（第５期） 交付申請兼概算払請求フォーム

ここをクリック



1 交付申請手続き

１－②交付申請フォーム（1.申請者情報）

211

３手続きの概要



1 交付申請手続き
１－②交付申請フォーム（2.担当者情報）

１－②交付申請フォーム（3.振込先情報）

3

３手続きの概要

12



1 交付申請手続き

１－②交付申請フォーム（5.関係書類）

１－②交付申請フォーム（4.事業計画）

１－②交付申請フォーム（3.振込先情報続き）

413

３手続きの概要



1 交付申請手続き

１－②交付申請フォーム（8.誓約事項）

１－②交付申請フォーム（7.概算払請求書）

１－②交付申請フォーム（6.ＬＰガス使用者向けチラシの送付希望）

5
14

7.概算払請求書 ※希望する事業者様のみ

6.ＬＰガス使用者向けチラシの送付希望

ＬＰガス使用者向けチラシを申請後すみやかに送

３手続きの概要

※概算払を請求できるのは、「ＬＰガス料金高騰対策事業支援金（第5期）交付申請書」に基づく値引き額の
原資「値引対象契約 の件数」に4,500円（2,250円×2か月）を掛けた額の50％までとします。
※第4期の支援金にご参加いただいた事業者様の第5期概算払請求における「値引き対象とする一般消費者等数」は
第4期にて実際に値引きをされた一般消費者等数とします。
※概算払を行った額が支援金の交付総額を上回る場合には、その差額の返還を求めます。

第4期事業で実際に値引きをされた一般消費者数
（第4期事業に参加されていない場合は0と入力してください）



1 交付申請手続き

１－④受付完了メール受領

１－③交付申請フォーム（登録完了画面）

6

交付申請フォームに登録したメールアドレスあてに受付完了メールが届きます。

15

３手続きの概要

0120-170-252

LPガス料金高騰対策支援金事業（第５期） 交付申請兼概算払請求フォーム

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

（第5期）

（第5期）

0120-170-252

株式会社愛知県エルピーガス

愛知花子様

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

Tel.0120-170-252（平日9:00～17:00受付）



2. 交付申請後の手続き

7

〈特設ホームページ〉

http://www.aichilpg.or.jp/shienkin26/

２－①マイページログイン

または

特設ホームページ中段のWEB申請欄

交付申請フォーム登録完了後に受信されたメール本文

３手続きの概要

株式会社愛知県エルピーガス
愛知花子様

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター
Ｔｅｌ0120-170-252（平日9:00～17：00受付）

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

（第5期）

（第5期）

0120-170-252

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

（第5期）

（第5期）

0120-170-252

株式会社愛知県エルピーガス

愛知花子様

愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金センター

Tel.0120-170-252（平日9:00～17:00受付）

16

ここをクリック

ここをクリック



2. 交付申請後の手続き

8

次ページへ

２－②メールアドレス認証

認証画面が表示されますので「メールアドレスでログイン」を選択します

ここをクリック

初めてマイページにログインする時のみ、

メールアドレス認証を行う必要があります。

１－➁交付申請フォーム入力（２．担当者情報）にて登

録したメールアドレスを入力し、送信ボタンをクリック

17

３手続きの概要



2. 交付申請後の手続き

２－➁で登録したメールアドレスあて届いたメールより、
『トヨクモ kintone連携サービスにログイン』をクリックしてください

マイページが表示されます

※上記メールが届かない場合、１－②で登録したメールアドレスと
２－②で入力したメールアドレスが異なっている可能性があります。

今一度メールアドレス認証をやり直して頂き、それでもメールが届かない場合はお手数ですが支援

金センター（ TEL：0120-170-252・受付時間平日9:00～17:00）までお問い合わせください。

9

最初にメールアドレス認証を行っていただくことで、以後は認証無

しでマイページ・各申請フォームにアクセス可能となります。

※別のブラウザ・デバイスでマイページを開く場合は、改めてメー

ルアドレス認証が必要となります。

18

３手続きの概要

２－③自動メールログイン

・実績報告書（1回目）

・実績報告書（2回目）

兼精算払請求書

・値引確認書類提出 の

各提出フォームについて、

申請が可能になり次第、リンクが

ここに表示されます。

（第5期）

（第5期）

（第5期）

（第5期）

株式会社愛知県エルピーガス

0120-170-252

ここをクリック

〇〇〇@××××.com
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別 紙１ 
愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金（第５期） 誓約事項等同意書 

当社は、愛知県ＬＰガス価格高騰対策支援金（第５期）（以下「本支援金」という。）
におけるＬＰガスの販売事業者としての参加確認又は交付申請にあたり、愛知県ＬＰガ
ス価格高騰対策支援金（第５期）交付要領（以下「要領」という。）を確認し、内容を理
解しました。 

特に、次に記す誓約事項について遵守できなかった場合は、本支援金の実施に係る費
用（以下「事業費」という。）の一部又は全部が受領できなくなることに加え、賠償請求
の実施又は刑事告発等の法的措置の対象となる場合があることを同意のうえ、申請いた
します。 

 

本支援金について、以下の点を確認し同意いたします。 
 不正な支援金の参加確認、交付申請防止に係る誓約事項 (別記１) 
 反社会的勢力排除に係る誓約事項 (別記 2) 
 個人情報の取り扱いに係る同意事項 (別記 3) 
 支援金事業の遂行上の課題・懸念等に対して協会又は支援金センターに事前報告し、

その決定事項に最大限協力すること 
 要領及び協会又は支援金センターからの指示に従うこと 

別 記１ 
不正な支援金の参加確認、交付申請防止に係る誓約事項 

当社は、本支援金の参加確認又は交付申請にあたり、この誓約が虚偽であり、又は
この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し
立てません。 

記 
 

（１） 当社は、愛知県及び協会の求めに応じ、適切なＬＰガス料金値引きを実施及び
その帳票等の提出に協力します。                 

（２） 当社は、当社の帰責の有無に関わらず、不正な支援金申請に該当する可能性が
あると協会及び支援金センターが判断する場合は、その調査が完了するまで当
該支援金申請金額の戻入または支払い保留等が発⽣することについて同意しま
す。 

（３） 当社は、上記に該当する他、不正な支援金の申請及び受領が発⽣しないよう、 
愛知県及び協会の求めに応じて、調査や不正防止措置に協力することに同意し
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ます。 
（４） 当社は、架空の申請や水増し報告等の不正請求※１、不適切な行為※２等は行い

ません。 
 

※１：不正請求について 
偽りその他不正の行為（詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法（明治 40 年法律第 45 号）各

条文に規定するものをいう。）に触れる行為の他、刑法上の犯罪を構成するに至らな
い場合であっても、故意に申請又は報告情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明
を行うことにより、本来受けることができない金銭の支払いを受け、又は受けよう
とすること。 

※２：不適切な行為 
① 支援金相当分をあらかじめ単価に上乗せする等、本来の価格が不適切に設定さ 

れていること 

② 支援対象期間に合わせた値上げを故意的に行うこと 
③ 価格について、支援金による値引きの事実を記載せずに営業資料の料金表示に

用いること 

 

別  記２ 

反社会的勢力排除に係る誓約事項 
当社は、本支援金の参加確認又は交付申請をするに当たって、また支援金の実施期 

間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。こ
の誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと
なっても、異議は一切申し立てません。 

記 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をい
う。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 
（３） 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団

の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは
暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協
力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。） 
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（４） 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団
準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力
団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行
等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力してい
る企業をいう。） 

（５） 総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等
を行うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者をいう。） 

（６） 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうし
て、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市⺠⽣活の安
全に脅威を与える者をいう。） 

（７） 特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力
団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人を
いう。） 

（８） 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること 
ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認めら

れること 
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること 
ニ 前各号に掲げる者に資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしている

と認められること 
ホ その他前各号に掲げる者と役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者）
が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること 

別 記３                                      
ＬＰガスの販売業者の提供する個人情報等の取扱いに係る同意事項 

当社は、本支援金の参加確認又は交付申請にあたり、以下の事項を確認し同意します。 
記 

 
協会及び支援金センターは、本支援金の実施に必要な範囲で、ＬＰガスの販売業者が提

供する個人情報を取り扱うものとします。なお、協会及び支援金センターは、ＬＰガスの
販売業者が提供する情報を事業の終了年度後５年間保存し、協会及び支援金センター業
務に必要な範囲内で自ら使用すること及び第三者等に提供することができます。また、
協会、支援金センター及び愛知県等は、ＬＰガスの販売業者が提供する情報について、統計
的に処理したデータを公表することがあります。 
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